
福島市告示第１１９号 

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第４６条第２項の規定による事業の廃止の届出があったので、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律第５１条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 

 

 令和７年４月１５日  

 

福島市長 木 幡  浩 

 

 

事業者　名称 事業所　名称

事業者　住所 事業所　住所

有限会社愛和 あいわ訪問介護

福島市北原４４番地の１１ 福島市北原４４番地の１１

事業所番号

1
居宅介護

重度訪問介護
0710101866

廃止年月日

令和7年4月13日

№ サービスの種類

 

 

 


